
回  覧



このチラシは40,375部作成し、1部当たりの印刷経費は3円です。

・ 道路利用者に自転車等の通行位置を周知する
　ため明示します。

※「自転車等」は普通自転車及び特定小型原動機付自転車のことを指します。

車道混在型（青い矢羽根等）
自転車等しか通行できません。 自転車等と自動車が共存する

通行空間です。

・ 自転車等はこのレーンを通行しなければなりま
　せん。（やむを得ない場合を除きます。）
・ 自動車、バイク、一般原動機付自転車は通行でき
　ません。（交差点左折時や道路外に出る場合など
　を除きます。） ・ 自動車、バイク、一般原動機付自転車も通行でき

　ます。

自転車の交通ルールを
しっかり学び、守ろう！

自転車 交通違反の に「交通反則通告制度（青切符）」自転車 交通違反の に「交通反則通告制度（青切符）」

携帯電話使用等（保持）

主な反則行為 反則金

12,000円

信号無視
6,000円

5,000円

3,000円

通行区分違反（右側通行等）

指定場所一時不停止等

並進禁止違反

対象

軽車両乗車積載制限違反（二人乗り等）

16歳以上※運転免許の有無は関係なし

自転車の交通ルールを
しっかり学び、守ろう！
自転車の交通ルールを
しっかり学び、守ろう！

についてはこちらから〈警察庁ホームページ〉
「自転車の安全利用の促進（自転車ルールブック）」「自転車の安全利用の促進（自転車ルールブック）」
についてはこちらから〈警察庁ホームページ〉

「自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入」
についてはこちらから〈埼玉県警察ホームページ〉

「自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入」
についてはこちらから〈埼玉県警察ホームページ〉

導入！導入！
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